
笋 議会だより 2012.11.1

明神　照男　議員
みょうじん てる お

判決後弁護士と共に記者会見

　
　
議
会
報
告
誌
「
ら
っ
き
ょ
う

畑
」
が
町
の
信
用
を
落
と
し
た
と

し
て
、
発
行
者
の
私
た
ち
５
人
を

町
が
訴
え
た
裁
判
で
、『
議
会
の

承
認
で
提
訴
し
た
の
は
異
例
』
で

あ
り
『
制
裁
を
目
的
に
裁
判
制
度

を
悪
用
』
し
た
と
断
罪
さ
れ
た
。

�
町
の
敗
訴
の
原
因
は
何
だ
と
思

う
か
。

�
町
長
は
判
決
に
対
し
て
「
道
義

的
責
任
」
と
言
う
が
、
道
義
的
と

は
部
下
の
過
失
に
対
し
監
督
者
と

し
て
の
責
任
の
こ
と
を
言
う
。
こ

の
裁
判
は
町
長
が
当
事
者
で
あ
り
、

当
然
町
長
に
法
的
責
任
が
あ
る
。

民
間
の
場
合
、
責
任
者
は
株
主
と

の
訴
訟
費
用
は
自
己
負
担
だ
が
、

裁
判
費
用
は
税
金
で
支
払
う
の
か
。

�
行
政
報
告
書
に
道
義
的
責
任
で

減
俸
の
文
言
は
あ
っ
た
が
、
我
々

５
人
に
対
す
る
謝
罪
は
な
い
。
我

々
は
不
当
な
告
訴
に
よ
っ
て
町
の

公
文
書
に
は
被
告
何
が
し
の
文
書

が
残
る
。

�
町
長
の
謝
罪
文
を
求
め
る
。

　
記
事
の
内
容
は
事
実
誤
認
で
入

札
業
務
に
問
題
は
な
く
、
罰
金
を

払
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
全
面
敗
訴

し
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。

�
裁
判
費
用
は
税
金
で
払
う
。
し

か
し
裁
判
費
用
と
町
長
、
副
町
長

の
減
給
額
が
釣
合
う
金
額
だ
と
考

え
る
。

�
社
会
通
念
が
あ
り
こ
の
線
か
ら

上
は
駄
目
、
下
は
良
い
と
言
う
様

に
は
な
っ
て
な
く
議
員
と
自
分
達

の
認
識
の
違
い
だ
と
思
う
。
町
が

謝
罪
す
べ
き
問
題
で
は
な
い
と
考

え
て
い
る
。

　
　
町
長
は
私
た
ち
５
人
の
議
員

に
被
告
の
汚
名
を
着
せ
な
が
ら
責

任
が
な
い
と
言
う
。
不
当
と
断
罪

さ
れ
た
訴
訟
費
等
は
税
金
で
払
う

と
言
う
。
こ
ん
な
行
政
執
行
責
任

者
の
町
と
思
う
と
、
恥
ず
か
し
く

て
悲
し
い
。

�
ま
た
「
ら
っ
き
ょ
う
畑
」
の
記

事
で
裁
判
に
訴
え
ら
れ
た
の
は
入

札
に
関
す
る
内
容
だ
っ
た
。
黒
潮

町
の
「
指
名
競
争
入
札
心
得
」
に

は
「
入
札
指
定
時
間
に
遅
刻
し
た

者
は
失
格
と
す
る
」
と
あ
る
の
に
、

指
定
場
所
は
庁
舎
敷
地
内
に
居
れ

ば
認
め
て
お
り
、
違
法
な
遅
刻
を

認
め
て
い
る
と
思
う
。

�
執
行
部
は
入
札
業
者
を
捜
し
た

事
実
と
、
遅
刻
業
者
の
入
札
参
加

を
認
め
て
い
る
。
入
札
業
務
に
瑕

疵
は
な
か
っ
た
か
。

�
入
札
業
務
の
問
題
を
認
め
て
か

ら
臨
時
議
会
で
改
善
対
策
の
説
明

が
あ
っ
た
が
、
業
務
改
善
策
は
あ

る
の
か
。

　
入
札
に
関
し
て
は
、
待
機
場
所

は
指
定
し
て
あ
り
、
呼
び
に
行
っ

て
も
敷
地
内
だ
と
遅
刻
と
は
考
え

て
な
い
。
入
札
執
行
に
問
題
は
な

い
。

※
南
海
地
震
の
津
波
対
策

※
最
大
の
環
境
問
題

� そ
の
他
の
質
問
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